
別記様式（第７条関係） 

重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和４年度 № ８ 進行管理者 子ども家庭部長 

事務事業名 児童手当特例給付世帯等支援事業 

事業の概要 
児童手当の所得制限を超過していることにより、令和３年度子育て世帯への臨時特別給

付金を受給していない方に対し、児童１人につき１０万円を支給する事業 

これまでの 

経 過 
令和４年度第１号補正予算において関連予算を計上 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 ６９，２２５千円 

う ち 

一般財源 
１７，６３５千円 

本 年 度 の 

目 標 
 令和４年６月中に申請受付を開始し、適切に給付金を支給する。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・契約締結（４月） 

・システム構築（５月） 

・要綱制定（５月） 

・申請受付開始（６月） 

・給付金の支給（申請月の翌月） 

実 

 

績 

・契約締結（４月） 

・システム構築（５月） 

・要綱制定（５月） 

・申請受付開始（６月１３日） 

・給付金の支給（申請月の翌月） 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・給付金の支給（申請月の翌月） 

実 

 

績 

・給付金の支給（申請月の翌月） 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 

計画どおりに申請受付及び給付金の支給が開始できている。９月末現在の

支給実績は、２６２件、４８，９００，０００円となっている。 

期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 

 計画どおりに申請受付及び給付金の支給を実施することができた。３月末

の支給実績については、２７６件、５１，２００，０００円となっている。 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 ５２，７９５千円 

う ち 

一般財源 
２，１３０千円 

今 後 の 

方 針 

本事業については、一定の効果が得られたことから令和５年度以降につい

ては実施する予定はないが、今後も国の動きについて注視していく。 

（日本産業規格Ａ列４番） 


